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前期終了と通知表「あゆみ」について 
校 長 秋 元 大 輔 

 船橋市は、前期・後期の二期制を取っており、10 月 1６日で前期が終了いたします。  

 ４月、５月と臨時休校があり、先がなかなか見えない前期でしたが、葛飾小学校がここまで無事に歩んでこ

られましたのも、一重に保護者の皆様の学校へのご理解、ご協力のお陰です。あらためて深く御礼申し上げま

す。 

 さて、前期終了にともない、通知表「あゆみ」を作成し、お子様にお渡しします。今年度は、新学習指導要

領の完全実施に伴い、通知表の内容も大きく変更させていただきました。 

 １ 評価の観点を全教科３観点に統一 

 昨年度までは、教科によって４～５観点

ありました。しかし、本年度、新学習指導

要領が完全実施され、文部科学省からは、

図のように育成すべき資質・能力として、

「知識・技能」「思考力、判断力、表現力

等」「学びに向かう力、人間性等」 

の３つの柱が示されました。そこで、本校

でも評価の観点をこの３つに統一させて

いただきました。 

 「知識・技能」については、単に暗記し

たり計算したりするものではなく、日常的

に使える”生きて働く”「知識・技能」を

身につけます。「思考力、判断力、表現力

等」は、未知の状況に陥ったときに自分で

考え、判断し、考えを表すことの出来る「思考力、判断力、表現力等」が求められています。さらに、積極的

に課題解決に取り組み周りと協調しながら問題を解決していく「学びに向かう力、人間性等」も求められてい

ます。 

 これからの AI 時代を生き抜くための「生きる力」をこの３つの観点から評価していきます。 

２ 外形的な変更（校長印、担任印の廃止など） 

 通知表「あゆみ」につきましては、完成後学年で相互点検し、教務主任、教頭、校長が全ての内容を全児童

分見させていただいております。手続きとしても校内で決裁を行い、最終的に作成した担任をはじめ確認した

ものが押印をしております。よって、それぞれに押印するのでなく、まとめて押印することといたしました。 

 通知表「あゆみ」の裏にも記述してありますが、この「あゆみ」は、「お子様の能力はどうか」「他のお子

様と比べてどうか」という観点ではなく、お子様自身がその観点別の中でどのくらい達成できたかという到達

度評価をしたものです。ぜひこれをもとに、お子様とお話しいただき、後期へ向けての足がかりとしていただ

くと幸いです。保護者の皆様のご理解、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

スクールカウンセラーによる教育相談について 
カウンセリングの予約は教頭（青山または田中）までご連絡ください。 
・１０月の来校日 １日（木）午前のみ，８日（木），１５日（木），２４日（木） 
・相談時間   ９：３０～１６：００         

 （葛飾小学校 ☎０４７－431-2722） 



【１０月１１月の行事予定】 

１０月 １１月 

１ (木) 給食がある短縮４校時日課 １ (日) 体育的授業参観予備日 

２ (金) 給食がある短縮４校時日課 ２ (月) 振替休業 後期教材費引き落とし日 

５ (月) 給食がある短縮４校時日課 ４ (水) 委員会活動  

６ (火) 内科検診２年生 眼科検診６年生 ５ (木) １年生校外学習（アンデルセン公園） 

8 (木) 歯科検診(全学年)   教育相談日 

９ (金) ４年生校外学習（カンドゥー） ９ (月) 4 年生水道出前授業 

１３ (火) 内科検診１年１～３組 １１ (水) 職員研修会 14：00 下校 

１４ (水) 委員会活動 １６ (月) 3 年生人権教室 

１５ (木) 内科検診１年４～5 組 １８ (水) 千教研船橋支会 

１６ (金) 前期終業式 １９ (木) 教育相談日 

１９ (月) 後期開始 ２４ (火) 6 年生校外学習（鴨川シーワールド） 

２０ (火) くすのき学級見学会 ２５ (水) クラブ活動 

２１ (水) 千教研船橋支会(給食がある４校時日課) ２６ (木) 就学時健康診断 

２２ (木) 教育相談日 ＰＴＡ理事会 ２７ (金) ２年生校外学習（千葉市動物公園） 

２３ (金) 特別日課１４：００下校 ３０ (月) ５年校外学習費引き落とし日 

２８ (水) クラブ活動    

３０ (金) 体育的授業参観前日準備    

３１ (土) 体育的授業参観    

 

体育的授業参観について １０月３１日（土） 
 ９月３日付けで配付しました文書にて、来校時間や来場ルールについてご確認ください。当日は、PTA
本部役員、学級理事の皆様に会場整理等のお手伝いをお願いしております。円滑な運営のため、お一人
お一人のご理解ご協力をお願いいたします。 
・発熱、風邪症状がある場合は、ご来場いただけません。来校前に必ず検温をお願いいたします。 
ご家族に症状がある場合、お子様も出席できません。 

・学校として、入れ替えごとに椅子を消毒することはいたしません。 
各保護者の方で用意していただいた消毒シート等でお拭きください。  
保護者の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

学校徴収金の引き落とし日について 
８月の学校だよりにてお知らせしました引き落とし日に一部変更がございます。改めてご確認をお願

いいたします。金額の詳細につきましては、後日改めてお知らせいたします。 
 11 月２日（月）後期教材費、２年 6 年校外学習費 
 11 月 30 日（月）5 年校外学習費 
 12 月３０日（水）６年卒業アルバム費 

 

学校における留守番電話利用が始まりました 
９月２５日(金)に配付しました「学校における留守番電話利用の試行実施について」でお知らせいたし

ましたように、１０月１日より船橋市の全小中学校において留守番電話の利用が開始されました。学校
現場の働き方改革の一環としての取り組みです。保護者の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいた
します。 
＜留守番電話設定に伴う電話対応可能時刻＞小学校の場合 
平日    午前７時３０分～午後６時 

※全教職員が退勤する場合、設定時間が早まることがあります。 
 長期休業日 午前７時３０分～午後４時４５分 
 土・日、祝日、学校閉庁日 終日 
 ＜緊急連絡先＞児童の事故について 船橋市教育委員会保健体育課 ４３６－２８７６ 
        その他緊急連絡について 船橋市教育委員会学務課 ４３６－２８５５ 


